
事 務 連 絡 

令和２年７月 30 日 

各障害福祉サービス事業所等運営法人 御中 

                        島根県健康福祉部障がい福祉課 

                         （自立支援給付グループ）     

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（障害分）の申請時の注意点に 

ついて 

７月28日付け事務連絡で申請受付開始をお知らせしたこのことについては、申請書を

作成し、順次、島根県国民健康保険団体連合会（国保連）へ送付していただいていると

ころと存じますが、下記の注意点について御確認いただき、該当の法人におかれまして

は対応（申請書の引戻し・再送）をお願いします。 

記 

１ 申請書（エクセル）のファイル名の変更について 【対象：全事業所等】 

  申請書を国保連へ送付する際は、必ず、申請マニュアルｐ４に記載のとおり、申請書

のエクセルファイル名を代表となる事業所の事業所番号に変更し、国保連に送付してく

ださい。 

  申請書のエクセルファイル名を代表となる事業所の事業所番号に変更しないまま、既

に国保連に送付済みの法人におかれましては、電子請求受付システムで申請書の引戻し

の処理を行い、エクセルファイル名を変更の上、申請書を再度国保連へ送付してくださ

い。 

 ※エクセルファイル名を代表となる事業所の事業所番号に変更していない場合、申請書

が正常に受付されない場合があります。 

 ※電子請求受付システムで申請書の引戻しを行う手順について不明な場合は、国民健康

保険中央会ヘルプデスク（別紙参照）へお問い合わせください。 

FAX 

島根県健康福祉部障がい福祉課（コールセンター） 

 TEL：080-8984-5712 

（受付時間）平日の９時～16時45分 

E-mail：syougai@pref.shimane.lg.jp 




